
医療法等の一部を改正する法律案の概要

１ 病床の機能分化・連携の推進（医療法関係）

①各医療機関が、その有する病床の医療機能（急性期、亜急性期、回復期等）を都道府県知事に報告する仕
組みを創設。

②都道府県が、医療計画の一部として、地域の医療需要の将来推計や、医療機関から報告された情報等を活

用して、二次医療圏等ごとに各医療機能の必要量等を含む地域の医療提供体制の将来の目指すべき姿
（地域医療ビジョン）を策定。

※上記と併せて、国・都道府県・病院・有床診療所の役割や、国民・患者の責務を規定。
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２ 在宅医療の推進（医療法関係）

・医療計画において、在宅医療についても5疾病5事業と同様、達成すべき目標や医療連携体制に
関する事項の記載を義務づけ。

３ 特定機能病院の承認の更新制の導入（医療法関係）

・高度の医療の提供等を担う特定機能病院について、その質を継続的に確保するため、
更新制を導入。

４ 医師確保対策（地域医療支援センター（仮称）の設置）（医療法関係）

・都道府県に対して、キャリア形成支援と一体となって医師不足病院の医師確保の支
援等を行う地域医療支援センター（仮称）の設置の努力義務規定を創設。
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５．看護職員確保対策（看護師等確保促進法関係）

・看護職員の復職を効果的に支援する観点から、看護師免許等の保持者について、
都道府県ナースセンターへの届出制度を創設。

６ 医療機関における勤務環境の改善（医療法関係）

・国における指針の策定など医療機関の勤務環境改善のための自主的なマネジメン

トシステムを創設するとともに、都道府県ごとに、こうした取組を支援する医療勤務環
境改善支援センター（仮称）の設置等を規定。

７ チーム医療の推進

①診療の補助のうち高い専門知識と技能等が必要となる行為を明確化するとともに、
医師又は歯科医師の指示の下、プロトコール（手順書）に基づきその行為を実施す
る看護師に対する研修の仕組みを創設。（保健師助産師看護師法関係）

②診療放射線技師の業務範囲を拡大（診療放射線技師法関係）

③歯科衛生士の業務実施態勢を見直し（歯科衛生士法関係）

８ 医療事故に係る調査の仕組み等の整備（医療法関係）

・医療事故の原因究明及び再発防止を図るため、医療機関に対する院内調査の実施

を義務付け、各医療機関から報告のあった調査結果の分析や再発防止策に係る普
及・啓発を行うとともに、遺族又は医療機関の求めに応じて医療事故に係る調査を
行う第三者機関の設置等を規定。


